
公民館の利用について 

 

公民館活動団体等の利用を優先したうえで、一般住民の方なども公民館をご利用いただけます。

ただし、営利を目的とした団体・個人利用や、金銭を集める利用をする場合等、公民館をご利用

いただけない場合を以下のとおりとしています。また、「公民館利用チェックシート」でもご確認

ください。 

 

《公民館を利用できない活動》 

①営利団体や企業、個人事業主等による活動 

▸物品の販売   ▸商品の紹介、展示、試食、実演   ▸契約行為等 

▸社内会議、入社試験、面談、打合せ等 

②宗教的活動（会議、勉強会を除く） 

▸祈祷、礼拝、儀式、祝典等   ▸宗教の布教宣伝を目的とする活動 

▸不特定の者を対象に行う宗教活動 

③政治団体活動（会議、勉強会を除く） 

▸議員の当選祝賀会   ▸政治資金パーティー 

 

《公民館を利用できない法人》 

■以下に該当する法人（利用の目的は問わない） 

い 医療法人（社会医療法人以外） こ 合名会社 と 土地家屋調査士法人 

か 株式会社 し 司法書士法人  特許業務法人 

 株式会社設立の学校  社会保険労務士法人 の 農事組合法人 

 監査法人 せ 税理士法人 へ 弁護士法人 

 管理組合法人 そ 相互会社 ゆ 有限会社 

き 行政書士法人 と 投資法人   

こ 合資会社  特殊会社   

 合同会社  特定目的会社   

 

《公民館を利用できない例》 

■代表者または主催者が公民館を利用した活動で収入を得ている場合 

①講師が、会員（受講者）を募集し、会費や月謝等を集める場合 

②自主学習活動グループの形でも、講師や上部団体等が実質的な運営をしており、収入を得て

いる場合（自主学習活動グループの会員が、会計管理をしておらず、講師等が管理をしている

場合等が該当します。） 



公民館利用チェックシート 

 

利用者や利用方法によって公民館をご利用いただけません。 

このチェックシートに基づき使用料を判断しますので、ご記入いただき公民館窓口に提出

をお願いします。 

 

以下の項目について、一つでも「はい」にチェックが入った場合はご利用いただけま

せん。 

 項 目 チェック 

１ 裏面に掲げる法人が利用する。 □はい→営利に該当のため

利用不可 

□いいえ 

２ 代表者または主催者が公民館を活

用した活動で収入を得ている。 

□はい→営利に該当のため

利用不可 

□いいえ 

３ 個人事業主が、その事業に関するこ

とで利用する。（個人事業主同士の

集まりを含む） 

□はい→営利に該当のため

利用不可 

□いいえ 

４ 公民館で行う活動で不特定の者から

金銭を集める。入場料、資料代等そ

の集める名目や金額の多寡は問わ

ない。 

□はい→営利に該当のため

利用不可 

□いいえ 

５ 公民館で次の活動を行う。 

・有償での役務の提供 

・特定の業界、会社、サービス、事業

の説明や宣伝など 

□はい→営利に該当のため

利用不可 

□いいえ 

 

団体名または法人名（ふりがな） 

 

                                                      

 

代表者名または個人名（ふりがな） 

 

                                                      


